
Ｃ１-１ 

Chapter１ 法人税の概要 

 

問題１ 税法入門⑴ 

①  ②  ③  ④  ⑤  

 

問題２ 税法入門⑵ 

⑴  ⑵  ⑶  ⑷  ⑸  ⑹  

⑺  ⑻  ⑼  ⑽  ⑾  ⑿  

 

問題３ 税法入門⑶ 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  

⑦  ⑧          

 

問題４ 法人の分類 

①  ②  ③  ④  ⑤  

 

問題５ 納税義務者 

①  ②  ③  ④  

 

問題６ 課税所得の範囲 

①  ②  ③  ④  

⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

 

問題７ 事業年度と納税地 

①  ②  ③  

④  ⑤  ⑥  

 



Ｃ２-１ 

 

Chapter２ 課税標準 

 

問題１ 各事業年度の所得の金額 

イ  ロ  ハ  ニ  ホ  

ヘ  ト  チ  リ  ヌ  

ル      

 

問題２ 別表四の作成⑴ 

＜別表四＞                       （単位：円） 

内    容 金   額 

当 期 純 利 益  

加 
 

 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 及 び 地 方 法 人 税

損 金 経 理 住 民 税

損 金 経 理 納 税 充 当 金

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

小    計 

減 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

小    計 

仮     計 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 

合 計・差引計・総 計 

所 得 金 額 

 

  



Ｃ２-２ 

問題３ 別表四の作成⑵ 

＜別表四＞                       （単位：円） 

内    容 金   額 

当 期 純 利 益  

加 
 

 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 及 び 地 方 法 人 税

損 金 経 理 住 民 税

損 金 経 理 納 税 充 当 金

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

繰 延 資 産 償 却 超 過 額

小    計 

減 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

評 価 益 の 益 金 不 算 入 額

小    計 

仮     計 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 

合 計・差引計・総 計 

所 得 金 額 

 

  



Ｃ２-３ 

問題４ 別表四の作成⑶ 

＜別表四＞                        （単位：円） 

内    容 金   額 

当 期 純 利 益  

加 
 

 
 

算 

 

小    計 

減 

算 

 

小    計 

仮     計 

 

 

合 計・差引計・総 計 

所 得 金 額 

 



Ｃ３-１ 

Chapter３ 欠損金 

 

問題１ 青色申告 

①  ②  ③  ④  ⑤  

⑥  ⑦  ⑧  

⑨  ⑩      

 

問題２ 青色欠損金の繰越控除⑴ 
 

⑴ 第８期 

 

⑵ 第９期 

 

 

⑶ 当 期 

 

 

問題３ 青色欠損金の繰越控除⑵ 

＜別表四＞                       （単位：円） 

内    容 金   額 

 
 
 

 

合   計・差 引 計 28,000,000

 

総   計 

所 得 金 額 

 

 



Ｃ４-１ 

Chapter４ 税額計算 

 

問題１ 法人税額の計算⑴ 

⑴ 課税標準である所得金額 

          円 →        円（        ） 

 ⑵ 法人税額 

          円×    ％＝        円 

 ⑶ 差引所得に対する法人税額 

          円－        円＝        円 →        円 

                                  （         ） 

 ⑷ 差引確定法人税額 

          円－        円＝        円 

 

問題２ 法人税額の計算⑵ 

⑴ 課税標準である所得金額 

          円 →        円（        ） 

 ⑵ 年800万円以下の金額 

           円×   ＝        円 

 ⑶ 年800万円超の金額 

          円－        円＝        円 

 ⑷ 法人税額 

          円×    ％＋        円×    ％＝        円 

 ⑸ 差引所得に対する法人税額 

          円－        円＝        円 →        円 

                                  （         ） 

 ⑹ 差引確定法人税額 

          円－        円＝        円 

  

   

  

    

 

   

 

   

  

    

 

   

  

  

 

   

 



Ｃ４-２ 

問題３ 別表一の作成 

＜別表一＞                                      (単位：円) 

内   容 金   額 計  算  過  程 

所 得 金 額 （          ） 

法 人 税 額
【法人税額の計算】 

 

特 別 控 除 額

差 引 法 人 税 額  

留 保 金 に 対 す る 税 額  

法 人 税 額 計  

控 除 税 額  

差引所得に対する法人税額 （          ） 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額  

差 引 確 定 法 人 税 額  

 

 

  



Ｃ４-３ 

問題４ 別表四と別表一の作成 

＜別表四＞                       （単位：円） 

内    容 金   額 

当 期 純 利 益  

加 
 

 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税

損 金 経 理 住 民 税

損 金 経 理 納 税 充 当 金

減 価 償 却 超 過 額

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

小    計 

減 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

小    計 

仮     計 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 

合 計・差引計・総 計 

所 得 金 額 

＜別表一＞                                      (単位：円) 

内   容 金   額 計  算  過  程 

所 得 金 額 （          ） 

法 人 税 額 【法人税額の計算】 

⑴ 年800万円以下の金額 

   

⑵ 年800万円超の金額 

   

⑶ 法人税額 

   

   

特 別 控 除 額

差 引 法 人 税 額

留 保 金 に 対 す る 税 額

法 人 税 額 計

控 除 税 額

差引所得に対する法人税額 （          ） 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額  

差 引 確 定 法 人 税 額  
 



５-1 

Chapter５ 受取配当等の益金不算入 

 

問題１ 配当等の額の範囲⑴ 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等 

          円 

② 非支配目的株式等 

          円 

⑵ 控除負債利子 

         円  

⑶ 益金不算入額 

（        －        ）＋         ×20％＝        円 

 

問題２ 配当等の額の範囲⑵ 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等 

          円 

② その他株式等 

          円 

⑵ 控除負債利子 

         円 

⑶ 益金不算入額 

（        －        ）＋         ×50％＝        円 

  



 

問題３ 控除負債利子⑴ 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等 

          円 

② その他株式等 

          円 

③ 非支配目的株式等 

          円 

⑵ 控除負債利子 

         ×      ＝         円 

⑶ 益金不算入額 

（        －        ）＋         ×50％ 

 ＋         ×20％＝        円 

 

問題４ 控除負債利子⑵ 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等 

          円 

② その他株式等 

          円 

⑵ 控除負債利子 

① 当期支払負債利子         円 

② 控除割合 

          ＋          

                    ＝      → 

＋          

③ 控除負債利子の額 

          ×      ＝         円 

⑶ 益金不算入額 

（        －        ）＋         ×50％＝        円 

  

 

0. 

0. 0. 



問題５ ミニテスト 

 



Ｃ６-１ 

Chapter６ 所得税額控除 

 

問題１ 個別法 

 

        ×    （     ）＝         円 

 

問題２ 簡便法 

 

                                      

       ×                                (     ) 

                                        

＝        円 

  

  0. 

 

   

 

 

 

 
＋ － × 

0. 



Ｃ６-２ 

問題３ 個別法と簡便法 

⑴ 株式出資 

① 個別法 

          ×   （     ）＋         ×   （     ） 

  ＝        円 

② 簡便法 

 

                                      

          ×                            (     ) 

 

 

 

 

   ＋       ×                            （     ) 

                         

 

＝        円 

   

③ ①   ②  ∴         円 

⑵ その他 

          円 

⑶ 合 計 

 ⑴＋⑵＝        円 

  

 

 
 

 
 

 

 

0. 0. 

 

 

   

 

 

 

 
＋ － × 

0. 

   

 

 

 

 
＋ － × 

0. 

  

 



Ｃ６-３ 

問題４ 受取配当等の益金不算入との関係 

１．受取配当等の益金不算入 

⑴ 配当等の額 

 

⑵ 控除負債利子 

① 当期支払負債利子 

  

② 控除割合 

 

③ 控除負債利子の額 

   

⑶ 益金不算入額 

   

２．法人税額から控除される所得税額 

 ⑴ 株式出資 

 

 ⑵ 受益権 

   

 ⑶ その他 

 

 ⑷ 合 計 

    

 

 



Ｃ７-１ 

Chapter７ 同族会社 

 

問題１ 同族会社の判定⑴ 

⑴ Ａグループ 

 ％ ＋  ％ ＝  ％     

 ⑵ Ｃグループ 

 ％ ＋  ％ ＝  ％     

 ⑶ Ｆグループ 

 ％          

 ⑷ 判 定 

⑴＋⑵＋⑶ ＝  ％   ％ ∴  

 

問題２ 同族会社の判定⑵ 

⑴ Ａグループ 

 ％ ＋  ％ ＝  ％     

 ⑵ Ｂグループ 

 ％ ＋  ％ ＝  ％     

 ⑶ Ｅグループ 

 ％          

 ⑷ 判 定 

⑴＋⑵＋⑶ ＝  ％   ％ ∴  

 

  

 

 



Ｃ７-２ 

問題３ 特定同族会社の判定 

１．同族会社の判定 

⑴ Ａグループ 

 ％ ＋  ％ ＋  ％＝  ％   

 ⑵ Ｄグループ 

 ％ ＋  ％ ＝  ％     

 ⑶ Ｆグループ 

 ％          

 ⑷ 判 定 

⑴＋⑵＋⑶ ＝  ％   ％ ∴  

２．特定同族会社の判定 

 ％   ％ ∴  

 

問題４ 留保金課税 

⑴  

 円 ×  ％ ＝  円 

 ⑵ ① 

 円 ×  ％ ＝  円 

   ② 

 ×  ％ ＝  円 

   ③  

①＋② ＝  円 

 ⑶ ① 

 円 ×  ％ ＝  円 

   ② 

 ×  ％ ＝  円 

   ③  

 ×  ％ ＝  円 

   ④ 

①＋②＋③ ＝  円 

 ⑷  

 ×  ％ ＝  円 

 

  

 

 



Ｃ７-３ 

問題５ ミニテスト 

 

 



Ｃ８-１ 

Chapter８ 給与等 

 

問題１ 役員等の範囲 

①  ②  ③  ④  

⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

⑨      

 

問題２ 役員給与の損金不算入 

⑴  ⑵  ⑶  ⑷  ⑸  

 

問題３ 役員給与の損金不算入額 

⑴ 損金不算入給与 

円

 ⑵ 過大役員給与 

  ① 取締役Ａ 

円 － 円 ＝ 円 

  ② 監査役Ｂ 

円 － 円 ＝ 円 

  ③ 合 計 

円 ＋ 円 ＝ 円 

 ⑶ 役員給与の損金不算入額 

円 ＋ 円 ＝ 円 

 



Ｃ９-１ 

Chapter９ 営業経費 

 

問題１ 租税公課の取扱い 

（単位：円） 

区  分 金  額 

加 
 

算 

 

減
算

  

 

問題２ 租税公課の損金算入時期 

（単位：円） 

区  分 金  額 

加 
 

算 

 

減 

算 

 

 

 

問題３ 納税充当金の取扱い 

（単位：円） 

区  分 金  額 

加 
 

算 

 

減
算 

 

 

  



Ｃ９-２ 

問題４ 還付金等の取扱い 

（単位：円） 

区  分 金  額 

加 
 

算 

 

減
算 

 

 

  



Ｃ９-３ 

問題５ 寄附金の損金不算入額⑴ 

⑴ 支出寄附金 

① 指定寄附金等     1,000,000あ円  

② 特定公益増進法人等  1,500,000あ円  

③ 一般寄附金      2,000,000あ円  

④ 合 計 

①＋②＋③＝  4,500,000あ円  

⑵ 損金算入限度額 

① 一般寄附金の損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

 70,000,000あ円 ×  
1121

1121
 ×  

12.51

11,0001
 ＝  175,000あ円  

(ロ) 所得基準額 

(  33,200,000あ円 ＋  4,500,000あ円 )×  
12.51

11001
 ＝  942,500あ円  

(ハ) ((イ)＋(ロ))×  
1１1

1４1
 ＝  279,375あ円  

② 特別損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

 70,000,000あ円 ×  
1121

1121
 ×  

13.751

11,0001
 ＝  262,500あ円  

 (ロ) 所得基準額 

(  33,200,000あ円 ＋  4,500,000あ円 )×  
16.251

11001
 ＝  2,356,250あ円  

 (ハ) ((イ)＋(ロ))×  
1１1

1２1
 ＝  1,309,375あ円  

⑶ 損金不算入額 

   4,500,000あ円 －  1,000,000あ円 －※  1,309,375あ円 －  279,375あ円  

＝  1,911,250あ円  

※  1,500,000あ円 ＞  1,309,375あ円   ∴  1,309,375あ円  

 

  



Ｃ９-４ 

問題６ 寄附金の損金不算入額⑵ 

⑴ 支出寄附金 

① 指定寄附金等       600,000あ円  

② 特定公益増進法人等    800,000あ円  

③ 一般寄附金      2,000,000あ円  

④ 合 計 

①＋②＋③＝  3,400,000あ円  

⑵ 損金算入限度額 

① 一般寄附金の損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

 30,000,000あ円 ×  
1121

1121
 ×  

12.51

11,0001
 ＝   75,000あ円  

(ロ) 所得基準額 

(  63,000,000あ円 ＋  3,400,000あ円 )×  
12.51

11001
 ＝  1,660,000あ円  

(ハ) ((イ)＋(ロ))×  
1１1

1４1
 ＝  433,750あ円  

② 特別損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

 30,000,000あ円 ×  
1121

1121
 ×  

13.751

11,0001
 ＝   112,500あ円  

 (ロ) 所得基準額 

(  63,000,000あ円 ＋  3,400,000あ円 )×  
16.251

11001
 ＝  4,150,000あ円  

 (ハ) ((イ)＋(ロ))×  
1１1

1２1
 ＝  2,131,250あ円  

⑶ 損金不算入額 

   3,400,000あ円 －    600,000あ円 －※    800,000あ円 －  433,750あ円  

＝  1,566,250あ円  

※    800,000あ円 ＜  2,131,250あ円   ∴    800,000あ円  

  



Ｃ９-５ 

問題７ 交際費等の損金不算入額⑴ 

 交際費等の損金不算入額 

⑴ 支出交際費等 

① 接待飲食費 

        あ円  

② ①以外 

        あ円 ＋       あ円 ＋       あ円 ＝       あ円  

③ 合 計 

①＋②＝       あ円  

⑵ 損金算入限度額 

      あ円 ×   あ％ ＝       あ円  

⑶ 損金不算入額 

      あ円 －       あ円 ＝       あ円  

 

問題８ 交際費等の損金不算入額⑵ 

 ⑴ 支出交際費等 

① 接待飲食費 

        あ円 －       あ円 ＝       あ円  

② ①以外 

        あ円 ＋       あ円 ＋       あ円 ＋       あ円  

＋       あ円 ＝       あ円  

③ 合 計 

①＋②＝       あ円  

⑵ 損金算入限度額 

① 接待飲食費基準額 

      あ円 ×   あ％ ＝       あ円  

② 定額控除限度額 

         あ円 ＞       あ円 ×  
11

11
 ＝       あ円  

∴       あ円  

③ ①＜②  ∴       あ円  

 ⑶ 損金不算入額 

       あ円 －       あ円 ＝       あ円  



Ｃ９-６ 

問題９ ミニテスト 

  



Ｃ９-７ 

問題10 ミニテスト 

 



 

Ｃ10-１ 

Chapter10 資産評価等 

 

問題１ 棚卸資産の期末評価 

⑴ 平均単価 

 4,752,000あ円 ＋  3,096,000あ円 ＋  2,160,000あ円 ＋  1,710,000あ円  

 4,800あ個 ＋  3,600あ個 ＋  2,400あ個 ＋  1,800あ個  

＝   930 あ円  

⑵ 期末評価額 

  930 あ円 ×  2,600あ個 ＝  2,418,000あ円  

 

問題２ 棚卸資産の取得価額 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

棚卸資産計上もれ 

減
算

  

 

 

  



 

Ｃ10-２ 

問題３ 有価証券の譲渡損益 

⑴ 会社計上の簿価 

 60,760,000あ円  

⑵ 税務上の簿価 

 ① 平均単価 

 27,000,000あ円 ＋  17,600,000あ円 ＋  26,040,000あ円

 30,000あ株 ＋  20,000あ株 ＋  30,000あ株  

＝   883 あ円  

 ② 帳簿価額 

  883 あ円 ×  70,000あ株 ＝  61,810,000あ円  

 ⑶ 計上もれ 

 61,810,000あ円 －  60,760,000あ円 ＝  1,050,000あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

Ａ株式計上もれ 

減
算

  

 

問題４ 有価証券の取得価額 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

Ａ株式計上もれ 

Ｂ株式計上もれ 

減
算

  

 

  



 

Ｃ10-３ 

問題５ 資産の評価損益（棚卸資産） 

(単位：円) 

区分 計 算 過 程 損金算入限度額

Ａ商品  

Ｂ商品  

Ｃ商品   

Ｄ商品  

Ｅ商品   

Ｆ商品  

 

問題６ 資産の評価損益（固定資産⑴） 

⑴  ⑵  ⑶  ⑷  ⑸  

 

問題７ 資産の評価損益（固定資産⑵） 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

Ｂ土地評価損損金不算入額 

減
算

Ａ土地評価益益金不算入額 

 

 



Ｃ11-１ 

Chapter11 繰延資産・減価償却等 

 

問題１ 償却限度額の計算（旧定額法と定額法） 

１．建物Ａ 

⑴ 償却限度額 

   132,000,000あ円 × 0.020 あ ＝   2,640,000あ円  

⑵ 償却超過額 

  3,000,000あ円 －   2,640,000あ円 ＝    360,000あ円  

２．建物Ｂ 

⑴ 償却限度額 

   89,000,000あ円 × 0.9  あ × 0.025 あ ＝   2,002,500あ円  

⑵ 償却超過額 

  2,000,000あ円 －   2,002,500あ円 ＝    △2,500あ  →      ０あ  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

減価償却超過額（建物Ａ） 

減
算 

  

 

  



Ｃ11-２ 

問題２ 償却限度額の計算（旧定率法と定率法） 

１．機械装置 

⑴ 償却限度額 

 (   1,610,000あ円 ＋    90,000あ円 )× 0.175 あ ＝    297,500あ円  

⑵ 償却超過額 

   270,000あ円 －    297,500あ円 ＝   △27,500あ  

   27,500あ円 ＜    90,000あ円   ∴    27,500あ円  

２．器具備品 

⑴ 償却限度額 

    1,150,000あ円 × 0.133 あ ＝    152,950あ円 ≧   1,250,000あ円 × 0.04565あ  

＝    57,062あ円   ∴    152,950あ円  

⑵ 償却超過額 

   250,000あ円 －    152,950あ円 ＝    97,050あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

減価償却超過額（器具備品） 

減
算

減価償却超過額認容（機械装置） 

 

  



Ｃ11-３ 

問題３ 償却限度額の計算（期中供用資産） 

１．建物Ａ 

⑴ 償却限度額 

   26,000,000あ円 × 0.042 あ ×   ＝   1,001,000あ円  

⑵ 償却超過額 

  1,800,000あ円 －   1,001,000あ円 ＝    799,000あ円  

２．器具備品Ｂ 

⑴ 償却限度額 

    1,200,000あ円 × 0.400 あ ＝    480,000あ円 ≧   1,200,000あ円 × 0.10800あ  

 

＝     129,600あ円   ∴    480,000あ円 ×   ＝    240,000あ円  

⑵ 償却超過額 

   400,000あ円 －    240,000あ円 ＝    160,000あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

減価償却超過額（建物Ａ） 

（器具備品Ｂ） 

減
算

 

 

  



Ｃ11-４ 

問題４ 資本的支出と修繕費 

建 物 

⑴ 償却限度額 

 ① 本 体 

    70,000,000あ円 × 0.9  あ × 0.042 あ ＝   2,646,000あ円  

 ② 資本的支出 

     3,000,000あ円 × 0.9  あ × 0.042 あ ×   ＝     75,600あ円  

 ③ 合 計 

     2,646,000あ円 ＋     75,600あ円 ＝   2,721,600あ円  

⑵ 償却超過額 

 (   1,000,000あ円 ＋   3,000,000あ円 )－   2,721,600あ円 ＝   1,278,400あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

減価償却超過額（建物） 

減
算

 

 

問題５ 少額の減価償却資産等 

１．器具備品Ａ 

       あ円 ＜       あ円   ∴            あ  

２．器具備品Ｂ 

⑴ 償却限度額 

        あ円 × 0.  あ ＝       あ円 ≧       あ円 × 0.  あ  

 

＝       あ円   ∴       あ円 ×   ＝       あ円  

⑵ 償却超過額 

      あ円 －       あ円 ＝       あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算 

減価償却超過額（器具備品Ｂ） 

減
算 

 

 



Ｃ11-５ 

問題６ 繰延資産 

１．株式交付費 

      任意償却  あ   ∴  適正（調整なし） あ  

２．借家権利金 

 ⑴ 償却期間 

   ５年 

 ⑵ 償却限度額 

     6,000,000あ円 ×      ＝    600,000あ円  

 ⑶ 償却超過額 

  1,000,000あ円 －    600,000あ円 ＝    400,000あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

繰延資産償却超過額（借家権利金） 

減
算

 

 

 

 

 



Ｃ12-１ 

Chapter12 圧縮記帳 

 

問題１ 国庫補助金等の圧縮記帳⑴ 

⑴ 圧縮限度額 

  6,000,000あ円 ＜   9,000,000あ円   ∴   6,000,000あ円  

⑵ 圧縮超過額 

  7,000,000あ円 －   6,000,000あ円 ＝   1,000,000あ円  

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

圧縮超過額（土地） 

減
算

  

 

問題２ 国庫補助金等の圧縮記帳⑵ 

１．圧縮記帳 

⑴ 圧縮限度額 

 25,000,000あ円 ＜  60,000,000あ円   ∴  25,000,000あ円  

⑵ 圧縮超過額 

 30,000,000あ円 －  25,000,000あ円 ＝   5,000,000あ円  

２．減価償却 

⑴ 償却限度額 

 (  60,000,000あ円 －  25,000,000あ円 )× 0.042 あ ×   ＝   1,102,500あ円  

⑵ 償却超過額 

(   1,800,000あ円 ＋   5,000,000あ円 )－   1,102,500あ円 ＝   5,697,500あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

減価償却超過額（建物）  

減
算

  

 

  



Ｃ12-２ 

問題３ 保険差益の圧縮記帳⑴ 

１．圧縮記帳 

⑴ 滅失経費の額 

   670,000あ円 ＋   1,550,000あ円 ＝   2,220,000あ円  

⑵ 差引保険金等の額 

   35,000,000あ円 －   2,220,000あ円 ＝  32,780,000あ円  

⑶ 保険差益金の額 

 32,780,000あ円 －  10,500,000あ円 ＝  22,280,000あ円  

⑷ 圧縮限度額 

   

 22,280,000あ円 ×

※  30,000,000あ円

＝  20,390,482あ円  

 32,780,000あ円

  ※  30,000,000あ円 ＜  32,780,000あ円   ∴  30,000,000あ円  

⑸ 圧縮超過額 

 24,500,000あ円 －  20,390,482あ円 ＝   4,109,518あ円  

２．減価償却 

⑴ 償却限度額 

(  30,000,000あ円 －  20,390,482あ円 )× 0.042  あ ×   ＝    201,799あ円  

⑵ 償却超過額 

(    200,000あ円 ＋   4,109,518あ円 )－    201,799あ円 ＝   4,107,719あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

 

減
算

  

 

  



Ｃ12-３ 

問題４ 保険差益の圧縮記帳⑵ 

１．圧縮記帳 

⑴ 滅失経費の額 

 (    350,000あ円 ＋   2,450,000あ円 )×
 26,000,000あ円  

 26,000,000あ円 ＋  14,000,000あ円

＝   1,820,000あ円  

⑵ 差引保険金等の額 

   26,000,000あ円 －   1,820,000あ円 ＝  24,180,000あ円  

⑶ 保険差益金の額 

 24,180,000あ円 －   2,800,000あ円 ＝  21,380,000あ円  

⑷ 圧縮限度額 

   

 21,380,000あ円 ×

※  20,000,000あ円

＝  17,684,036あ円  

 24,180,000あ円

  ※  20,000,000あ円 ＜  24,180,000あ円   ∴  20,000,000あ円  

⑸ 圧縮超過額 

 18,000,000あ円 －  17,684,036あ円 ＝    315,964あ円  

２．減価償却 

⑴ 償却限度額 

(  20,000,000あ円 －  17,684,036あ円 )× 0.042 あ ×   ＝     16,211あ円  

⑵ 償却超過額 

   120,000あ円 －     16,211あ円 ＝    103,789あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

 

 

減
算

 

 

  



Ｃ12-４ 

問題５ 交換の圧縮記帳⑴ 

⑴ 適用可否の判定 

①  50,000,000あ円 －  46,000,000あ円 ＝   4,000,000あ円  

②  50,000,000あ円 ×  20あ％ ＝  10,000,000あ円  

③ 判 定 

①     ②  ∴  適用あり あ  

（いずれか多い方を○で囲む） 

⑵ 圧縮限度額 

 46,000,000あ円 －(  35,950,000あ円 ＋   1,250,000あ円 )×
 46,000,000あ円  

 46,000,000あ円 ＋   4,000,000あ円

  ＝  11,776,000あ円  

⑵ 圧縮超過額 

 14,000,000あ円 －  11,776,000あ円 ＝   2,224,000あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算 

 

減
算

  

 
  

＞ 

≦ 



Ｃ12-５ 

問題６ 交換の圧縮記帳⑵ 

１．圧縮記帳 

⑴ 圧縮限度額 

   38,000,000あ円 －(  26,000,000あ円 ＋   1,100,000あ円 ＋   4,000,000あ円 ) 

  ＝   6,900,000あ円  

⑵ 圧縮超過額 

  8,000,000あ円 －   6,900,000あ円 ＝   1,100,000あ円  

２．減価償却 

⑴ 償却限度額 

(  38,000,000あ円 －   6,900,000あ円 )× 0.042 あ ×   ＝    761,950あ円  

⑵ 償却超過額 

(    300,000あ円 ＋   1,100,000あ円 )－    761,950あ円 ＝    638,050あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

 

減
算

  

 

 



Ｃ13-１ 

Chapter13 引当金等 

 

問題１ 貸倒損失⑴ 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算 

 

減
算 

 

 

問題２ 貸倒損失⑵ 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

 

減
算

 

 

問題３ 個別貸倒引当金 

１．Ａ 社 

 ⑴ 繰入限度額 

  4,000,000あ円 ×  50あ％ ＝   2,000,000あ円  

 ⑵ 繰入超過額 

  3,000,000あ円 －   2,000,000あ円 ＝   1,000,000あ円  

２．Ｂ 社 

⑴ 繰入限度額 

  3,000,000あ円  

 ⑵ 繰入超過額 

  3,500,000あ円 －   3,000,000あ円 ＝    500,000あ円  

 

 (単位：円) 

区  分 金  額 

加 

算 

 

 

減
算 

  

 



Ｃ13-２ 

問題４ 一括貸倒引当金⑴ 

⑴ 期末一括評価金銭債権 

 20,400,000あ円 ＋  13,100,000あ円 ＋  29,300,000あ円 ＋   2,800,000あ円  

＋    70,000あ円 ＝  65,670,000あ円  

 ⑵ 貸倒実績率 

   760,000あ円 ＋    780,000あ円 ＋    830,000あ円  × 

 77,000,000あ円 ＋  81,000,000あ円 ＋  84,000,000あ円  ÷  ３あ  

  ＝ 0.00979… あ  →  0.0098 あ  

⑶ 実質的に債権とみられないものの額 

  ① 原則法 

      1,480,000あ円 ＜   3,700,000あ円   ∴   1,480,000あ円  

② 簡便法 

     65,670,000あ円 ×  0.053 あ ＝   3,480,510あ円  

  ③   1,480,000あ円 ＜   3,480,510あ円   ∴   1,480,000あ円  

 ⑷ 繰入限度額 

  ①  65,670,000あ円 ×  0.0098 あ ＝    643,566あ円  

  ②(  65,670,000あ円 －   1,480,000あ円 )×      ＝    641,900あ円  

  ③    643,566あ円 ＞    641,900あ円   ∴    643,566あ円  

  

 

 

 

 



Ｃ13-３ 

問題５ 一括貸倒引当金⑵ 

⑴ 期末一括評価金銭債権 

 55,600,000あ円 ＋   8,810,000あ円 ＋  36,180,000あ円 ＋  26,990,000あ円  

＋    120,000あ円 ＋    900,000あ円 ＝  128,600,000あ円  

 ⑵ 貸倒実績率 

   960,000あ円 ＋    840,000あ円 ＋   1,200,000あ円  × 

 129,900,000あ円 ＋  126,300,000あ円 ＋  130,600,000あ円  ÷  ３あ  

  ＝ 0.00775… あ  →  0.0078 あ  

⑶ 繰入限度額 

   128,600,000あ円 ×  0.0078 あ ＝    501,540あ円  

⑷ 繰入超過額 

  1,120,000あ円 －    501,540あ円 ＝    618,460あ円  

 

(単位：円) 

区  分 金  額 

加
算

 

減
算 

 

 

 

 

 



14-1 

Chapter14 総合問題 

計算過程欄⑴ 

【減価償却に関する事項】 

１．事務所用建物 

⑴ 償却限度額 

62,000,000×0.020＝1,240,000円 ★ 

⑵ 償却超過額 

1,000,000－1,240,000＝△240,000 

240,000円＜966,667円  ∴ 240,000円（認 容） 

２．構築物 

⑴ 償却限度額 

500,000×0.206＝103,000円 ★ 

⑵ 償却超過額 

200,000－103,000＝97,000円 

３．器具備品 

⑴ 償却限度額 

200,000×0.250＝50,000円≧200,000×0.07909＝15,818円  

∴ 50,000×
３

12
＝12,500円 ★ 

⑵ 償却超過額 

200,000－12,500＝187,500円 

 



計算過程欄⑵ 

【繰延資産に関する事項】 

１．リース付随費用 

⑴ 償却期間 

３年  

⑵ 償却限度額 

330,000×
６

３×12
＝55,000円 ★ 

⑶ 償却超過額 

330,000－55,000＝275,000円 

２．広告宣伝用資産・冷蔵庫 

⑴ 償却期間 

４年  

⑵ 償却限度額 

1,350,000×
１

４×12
＝28,125円 ★ 

⑶ 償却超過額 

1,350,000－28,125＝1,321,875円 

 

【受取配当等の益金不算入】 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等 

250,000円 ★ 

② 非支配目的株式等 

430,000円 

⑵ 控除負債利子 

18,750円 

⑶ 益金不算入 

(250,000－18,750)＋430,000×20％＝317,250円 

 



Ⅰ 所得金額の計算 

区          分 金     額 

会 社 計 上 当 期 純 利 益 ★    58,000,000円

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 ☆ 10,480,000

損 金 経 理 地 方 法 人 税 ☆ 461,100

損 金 経 理 住 民 税 ☆ 1,616,900

損 金 経 理 納 税 充 当 金 ☆ 29,500,000

減 価 償 却 超 過 額 

（構 築 物） ☆ 97,000

（器 具 備 品 ） ☆ 187,500

繰 延 資 産 償 却 超 過 額 

（リ ー ス 付 随 費 用 ） ☆ 275,000

（広告宣伝用資産・冷蔵庫） ☆ 1,321,875

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額 ☆ 1,800,000

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額 ☆ 2,242,750

  

  

  

小          計 47,982,125

減 
 

 
 

 
 

 
 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 ☆ 4,240,000

減 価 償 却 超 過 額 認 容 

（事 務 所 用 建 物 ） ☆ 240,000

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 ☆ 317,250

 

 

 

小          計  4,797,250

仮             計 ★     101,184,875

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 ☆ 383,773

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 224,322

控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 ☆ 18,000

合  計 ・ 差 引 計 ・ 総  計 101,810,970 

所 得 金 額 ★ 101,810,970 

  



Ⅱ 納付すべき法人税額の計算 

区        分 金     額 計    算    過    程 

所 得 金 額 ★ 101,810,000円 （千円未満切捨）★ 

法 人 税 額 23,619,920 【法人税額の計算】（算式★） 

試験研究費の特別控除額 825,000 

101,810,000×23.2％＝23,619,920円

 

差 引 法 人 税 額 22,794,920  

   

法 人 税 額 計 22,794,920  

控 除 所 得 税 額 ★ 224,322  

控 除 外 国 税 額 ★ 18,000  

差引所得に対する法人税額 22,552,500 （百円未満切捨）★ 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 ★ 10,480,000  

納 付 す べ き 法 人 税 額 12,072,500 完了点 ★ 

配点：★１つにつき１点 

☆１つにつき２点 

【合計40点】 
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